
平成２７年１０月１日に 新たな県域拠点が配置されます。

新たに県域拠点を県庁所在地に配置し、県内各地を回って現場と農政を結びます。

● 「農林水産業・地域の活力創造プラン」や新たな「食料・農業・農村基本計画」に基づく農政改革を着実に推進するため、農政局内部組織及び地域
センターを見直し、新たに、農政についての説明や相談に対応する「地方参事官」を県庁所在地に常駐させ、農政全般に関する総合窓口として、自
治体等と協力して農政課題の解決に取り組んでいきます。

● また、これまで地域センターで行ってきました経営所得安定対策に係る業務や６次産業化の推進、統計調査、食品表示監視等の食の安全・安心の
確保等の業務については、下記のとおり引き続き九州農政局本局、宮崎県拠点及び延岡市に置く駐在所で取り組みます

新たな県域拠点の体制

九州農政局宮崎県拠点 〔宮崎県宮崎市老松２丁目３番１７号〕 (代)（０９８５）－２２－３１８１

≪農政全般に関する総合窓口≫
・ 県内をくまなく回り、農政情報を説明します。
・ 農業者・消費者・行政関係者からの各種質問・相談に応じます。
・ 地域の現状に合わせて事業や制度、他地域での優良事例など

を紹介し、地域の関係者とともに農政課題の解決に努めます。

これまで宮崎地域センター及び延岡地域センターで行っていた下記の業務は、専任となる職員を配置し体制を強化した上で、九州農政局（本局）が
主体となって行います。

○消費者相談、リスクコミュニケーション 九州農政局消費・安全部消費生活課 （ ０９６ ）－２１１－ ９１０１
○食育 九州農政局 経営・事業支援部地域食品課 （ ０９６ ）－２１１－ ９３４７

≪経営の安定、統計調査、食の安全・安心≫
・ 経営所得安定対策に係る業務
・ ６次産業化の推進
・ 統計調査
・ 旧JAS法に基づく食品表示監視、米トレサ法・食糧法
に基づく米穀流通監視、牛トレサ法に基づく監視 等

延岡駐在所

〔延岡市大貫町１丁目
2915 延岡合同庁舎5F〕
（ ０９８２）－３３－ ０７００

← 左記業務を実施

（平成３０年度まで）

≪連絡先≫
・地方参事官室 （０９８５ ） － ２２－５９１９

≪連絡先≫
・経営所得安定対策チーム （０９８５ ）－ ２２－３１８４

・食料産業（６次産業）チーム （０９８５ ）－２５－３３９１

・統計チーム （０９８５ ）－２４－２３７３

・消費・安全チーム （０９８５ ）－２２－５８０１

地方参事官

※記載の電話番号は変更する場合がございます

九州農政局鹿屋駐在所
〔鹿児島県鹿屋市西原4‐5‐1 鹿
屋合同庁舎〕 (0984)‐43‐3222 

鹿屋地方参事官
（特命担当）

宮崎拠点及び鹿児島拠点と連
携し、宮崎県と鹿児島県の全
域を対象とする畜産振興に関
係する業務を行う


